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町
県
民
税
お
よ
び
所
得
税
（
確
定
申
告
）の
申
告
会
場
を
開
設

　

川
越
町
役
場
税
務
課
で
は
町
県
民
税
申
告
と
所
得
税
確

定
申
告
の
申
告
会
場
を
開
設
し
ま
す
。

開
設
期
間　

２
月
１
日
（水）
〜
３
月
15
日
（水）　

※
土
日
祝
を

除
く　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

場　
　

所　

川
越
町
役
場
１
階
西
会
議
室

※
還
付
（
税
金
が
戻
る
）
申
告
以
外
の
確
定
申
告
相
談
は

２
月
16
日
（木）
以
降
と
な
り
ま
す
。

※
資
産
や
株
式
の
譲
渡
所
得
が
あ
る
場
合
の
申
告
相
談
は

受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
（
所
得
税
確
定
申
告
会
場
（
四
日

市
農
協
会
館
５
階
）
に
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
）

問
い
合
わ
せ　

川
越
町
役
場
税
務
課　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

℡
３
６
６
・
７
１
１
４

２月１日（水）～３月１５日（水）
役場１階西会議室 ※土日祝は除く

四
日
市
税
務
署
所
轄
の
所
得
税
の
確
定
申
告
会
場
は

　
『
四
日
市
農
協
会
館
５
階
』に
な
り
ま
す

町
県
民
税
の
申
告
に
つ
い
て

※
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
方
は
、
こ
の
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

　

四
日
市
税
務
署
所
轄
の
確
定
申
告

会
場
が
四
日
市
農
協
会
館
５
階
に
な

り
ま
す
。

※
四
日
市
税
務
署
で
は
確
定
申
告
会

場
を
設
け
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

開
設
期
間　

２
月
１
日
（水）
〜
３
月
15

日
（水）　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

※
土
日
祝
を
除
く　

※
混
雑
の
状
況
に
よ
り
早
め
に
受
付

を
終
了
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

　

資
産
や
株
式
の
譲
渡
所
得
が
あ
る

場
合
の
申
告
相
談
は
こ
ち
ら
の
申
告

会
場
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

四
日
市
税
務
署

〒
５
１
０
―
０
０
７
１　

四
日
市
市

西
浦
二
丁
目
２
番
８
号

　
　
　
　
　

℡
３
５
２
・
３
１
４
１

　

http://w
w
w
.nagoya.nta.go.jp

　

/yokkaichi

※
申
告
書
を
郵
送
す
る
場
合
は
四
日

市
税
務
署
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

川
越
町
内
に
住
所
の
あ
る
人
は
、

原
則
と
し
て
申
告
書
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

●
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
人　

●
前
年
中
の
所
得
が
給
与
又
は
公
的

年
金
の
み
で
あ
る
人

　

給
与
又
は
公
的
年
金
の
支
払
者
か

ら
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
ま
す
の

で
、
申
告
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
雑
損
控
除
、
医
療
費
控
除

又
は
寄
附
金
控
除
等
を
受
け
よ
う
と

す
る
人
や
公
的
年
金
の
み
で
配
偶
者

特
別
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
な

ど
は
申
告
が
必
要
で
す
。

●
前
年
中
の
所
得
が
川
越
町
の
条
例

で
定
め
る
金
額
以
下
の
人
（
非
課
税
）

※
申
告
義
務
の
有
無
に
つ
い
て
は
、

役
場
税
務
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

町
県
民
税
の
申
告
相
談
は

地
区
公
民
館
で
行
い
ま
す

　

町
県
民
税
の
申
告
相
談
を
地
区
公

民
館
で
行
い
ま
す
。
（
表
１
）

※
町
県
民
税
の
申
告
書
は
、
町
県
民

税
の
課
税
資
料
と
な
り
、
ま
た
国
民

健
康
保
険
税
（
料
）
の
算
定
や
各
種

手
当
等
の
非
課
税
判
定
の
基
礎
と
な

り
ま
す
か
ら
、
収
入
の
な
か
っ
た
方

で
も
そ
の
理
由
（
扶
養
さ
れ
て
い
る

等
）
を
記
入
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

申
告
が
な
い
場
合
、
公
営
住
宅
・

児
童
手
当
・
老
齢
年
金
・
保
育
所
入

所
・
融
資
等
に
必
要
な
所
得
証
明
書

を
発
行
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

町
県
民
税
の
申
告
が

不
要
の
人

老
年
者
控
除
が
廃
止

さ
れ
ま
し
た

寡
婦（
寡
夫
）に

　

該
当
す
る
人
と
は
？

（表１）町県民税の申告相談会場（表２）　65歳以上の人の公的年金等の所得速算表

確定申告

町県民税

確
定
申
告
書
に
添
付
す
る
書
類

申
告
す
る
前
に
、
申
告
書
と
印
鑑
の
ほ
か
に
次
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　

添
付
書
類
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
！

６５
歳
以
上
の
人
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　

税
制
度
が
改
正
さ
れ
ま
し
た

公
的
年
金
等
の
控
除
額
が
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た

※税務署による出張申告相談は廃止されました。

２月２２日（水）

当新田公民館
（当新田・北福崎）

高松公民館
（高　松）

豊田公民館
（豊　田）

亀崎公民館
（亀崎・亀須）

天神公民館
（天　神）

南福崎公民館
（南福崎・上吉）

２月２３日（木） ２月２４日（金）

９：３０～

　１０：３０

１３：３０～

　１４：３０

■豊田一色地区と、上記日程
で都合の悪い方は役場にて申
告相談を受け付けます。

■上記の相談日
は、時間の都合
により確定申告
の方はご遠慮く
ださい。

●
源
泉
徴
収
票
な
ど
の
収
入
の
分
か

る
も
の

　

所
得
税
を
源
泉
徴
収
さ
れ
た
給
与

所
得
な
ど
が
あ
る
場
合
に
は
、
勤
務

先
等
か
ら
交
付
を
受
け
た
源
泉
徴
収

票
を
確
定
申
告
書
に
添
付
し
て
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

●
各
種
所
得
控
除
（
雑
損
控
除
・
医

療
費
控
除
・
小
規
模
共
済
等
掛
金
控

除
・
生
命
保
険
料
控
除
・
損
害
保
険

料
控
除
・
寄
付
金
控
除
）
を
受
け
る

場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
平
成
17
年
中
に
支

払
っ
た
領
収
書
や
証
明
書
等

※
平
成
17
年
度
分
確
定
申
告
か
ら
国

民
年
金
保
険
料
の
社
会
保
険
料
控
除

を
受
け
る
場
合
に
は
支
払
い
を
し
た

証
明
書
を
添
付
ま
た
は
提
示
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

●
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け

る
た
め
の
書
類

①
住
民
票
の
写
し

②
登
記
簿
謄
（
抄
）
本
や
請
負
契
約

書
な
ど
で
家
屋
の
取
得
年
月
日
や
床

面
積
、
取
得
価
額
を
明
ら
か
に
す
る

書
類

③
住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入
金
の

年
末
残
高
等
証
明
書

④
住
宅
ロ
ー
ン
等
に
含
ま
れ
る
敷
地

等
の
購
入
に
係
る
ロ
ー
ン
等
に
つ
い

て
、
こ
の
控
除
の
適
用
を
受
け
る
場

合
は
そ
の
敷
地
等
の
登
記
簿
謄
（
抄
）

本
や
そ
の
敷
地
等
の
分
譲
に
係
る
契

約
書
な
ど
で
、
そ
の
敷
地
等
の
取
得

価
額
や
取
得
年
月
日
な
ど
を
明
ら
か

に
す
る
書
類
、
ま
た
は
そ
の
写
し
。

　

な
お
、
増
改
築
等
を
し
た
家
屋
の

場
合
は
、
建
築
確
認
通
知
書
の
写
し
、

も
し
く
は
検
査
済
証
の
写
し
、
ま
た

は
増
改
築
等
工
事
証
明
書
な
ど
も
必

要
と
な
り
ま
す
。

　

公
的
年
金
等
（
国
民
年
金
、
厚
生

年
金
、
共
済
年
金
等
）
の
所
得
計
算

は
、
年
金
収
入
か
ら
公
的
年
金
等
控

除
額
を
引
い
て
計
算
し
ま
す
。

　

こ
の
控
除
額
は
65
歳
以
上
と
未
満

で
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
表
２
の

よ
う
に
65
歳
以
上
の
人
に
対
す
る
控

除
額
が
改
正
さ
れ
、
最
低
保
障
額
も

１
４
０
万
円
か
ら
１
２
０
万
円
に
引

き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

※
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
は
税
金
が

か
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
扶
養
な
ど
を

判
定
す
る
所
得
に
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
申
告
の
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　申告書を書くときは「所

得税の確定申告の手引き」

などを参考にしてください。

　申告書を書くのは難しい

と思われる方も多いと思い

ますが、「確定申告の手引

き」や「記載例」を参考に

書いてみると意外と簡単に

申告書が作成できるように

なっています。ぜひ、チャ

レンジしてみてください。

申告書や手引きなどは税務署・市役所・役場の窓口に

備え付けてあります。

　なお、記載した申告書の提出先はあなたの住所地を

所轄する税務署（四日市税務署）となります。

　申告書は郵送などで提出できます。

　

65
歳
以
上
で
、
合
計
所
得
金
額
が

１
千
万
円
以
下
の
人
に
適
用
さ
れ
て

い
た
老
年
者
控
除
（
市
県
民
税
48
万

円
、
所
得
税
50
万
円
）
が
廃
止
さ
れ

ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
は
、
老
年
者
控
除
の
適

用
を
受
け
て
い
た
た
め
、
寡
婦
も
し

く
は
寡
夫
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
方
は
老
年
者
控
除
の
廃

止
に
伴
い
、
寡
婦
も
し
く
は
寡
夫
で

あ
る
こ
と
を
申
告
し
て
い
た
だ
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

【
寡
婦
の
範
囲
】

扶
養
親
族
等
を
有
す
る
人
の
場
合

▼
夫
と
死
別
し
、
ま
た
は
夫
と
離
婚

し
た
後
、
婚
姻
を
し
て
い
な
い
婦
人

▼
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
婦
人

の
う
ち
、
一
定
の
も
の

扶
養
親
族
等
を
有
し
な
い
人
の
場
合

▼
夫
と
死
別
し
た
後
、
婚
姻
を
し
て

い
な
い
人
ま
た
は
夫
の
生
死
の
明
ら

か
で
な
い
人
で
一
定
の
者
の
う
ち
、

合
計
所
得
金
額
が
５
０
０
万
円
以
下

で
あ
る
人

【
寡
夫
の
範
囲
】

　

妻
と
死
別
し
、
ま
た
は
妻
と
離
婚

し
た
後
、
婚
姻
を
し
て
い
な
い
人
も

し
く
は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い

人
の
う
ち
、
一
定
の
者
で
、
次
に
該

当
す
る
人
を
い
い
ま
す
。

▼
生
計
を
一
に
す
る
子
（
扶
養
親
族

に
該
当
す
る
者
）
を
有
す
る
こ
と

▼
合
計
所
得
金
額
が
５
０
０
万
円
以

下
で
あ
る
人

260万円未満

260万円以上～460万円未満

460万円以上～820万円未満

820万円以上

Ａ

Ａ×75％

Ａ×85％

Ａ×95％

－

－

－

－

Ａ

Ａ×75％

Ａ×85％

Ａ×95％

－

－

－

－

140万円

75万円

121万円

203万円

120万円

37.5万円

78.5万円

155.5万円

330万円未満

330万円以上～410万円未満

410万円以上～770万円未満

770万円以上

改
正
前

改
正
後

その年中の公的年金等の
収入金額（Ａ）

公的年金等の
所得金額

▲「確定申告の手引き」
　を参考に

（

（
　申告書は役場税務課窓口にてご用意しています。申告書が直接送付された方についてはその申告書をご持参ください。

URL


